
 

資料提供（説明付き）令和４年１１月２１日（月） 

場所 津市政記者室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

【予算以外に関すること】 

総務部 総務課 

（電話０５９－２２９－３２７５） 

総務課長 

清水 貴伸 

【予算に関すること】 

政策財務部 財政課 

（電話０５９－２２９－３１２４） 

財政課長 

長脇 弘幸 

 
令和４年第４回津市議会定例会提出予定議案について 
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１ 

令和４年第４回 

津市議会定例会提出予定議案 
《 議 案 一 覧 》 

 

【承 認】 

○承認第１０号 専決処分の承認について 

 《政策財務部》 

  令和４年度津市一般会計補正予算（第９号）（令和４年１０月５日専決処分） 

 ・補  正  額                    １５，５６１千円 

・補正後の予算額               １２０，０３２，００８千円          

 

○承認第１１号 専決処分の承認について 

 《政策財務部》 

  令和４年度津市一般会計補正予算（第１０号）（令和４年１０月２４日専決処分） 

 ・補  正  額                   １１３，８２６千円 

・補正後の予算額               １２０，１４５，８３４千円          

 

【報 告】 

○報告第２９号 専決処分の報告について 

《農林水産部》 

・損害賠償の額の決定について（令和４年９月２１日専決処分） 

水路敷除草作業に伴う事故によるもの 

    損害賠償の額  ８１，９７２円 

 

○報告第３０号 専決処分の報告について 

《教育委員会》 

・損害賠償の額の決定について（令和４年１０月１１日専決処分） 

施設敷地除草作業に伴う事故によるもの 

    損害賠償の額  ６１５，０００円 

 

 

 



 

２ 

○報告第３１号 専決処分の報告について 

《建設部》 

・損害賠償の額の決定について（令和４年１０月１１日専決処分） 

市道除草作業に伴う事故によるもの 

    損害賠償の額  ２６４，６２３円 

 

○報告第３２号 専決処分の報告について 

《久居総合支所》 

・損害賠償の額の決定について（令和４年１０月３１日専決処分） 

交通事故によるもの 

    損害賠償の額  ６１０，０８３円 

 

○報告第３３号 専決処分の報告について 

《消防本部》 

・損害賠償の額の決定について（令和４年１１月１１日専決処分） 

交通事故によるもの 

    損害賠償の額  １９６，９００円 

 

○報告第３４号 専決処分の報告について 

《消防本部》 

・損害賠償の額の決定について（令和４年１１月１５日専決処分） 

消防設備の管理の瑕疵によるもの 

    損害賠償の額  ４６０，０００円 

 

○報告第３５号 専決処分の報告について 

《建設部》 

 ・工事請負契約の一部の変更について（令和４年９月２１日専決処分） 

令和３年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業旧橋（下部工）撤去等工

事 

   契約金額 変更前 ４１３，３５８，０００円 

        変更後 ４１２，３９８，８００円 

 

 



 

３ 

【議 案】 

○議案第１０７号 津市職員の給与に関する条例及び津市一般職の任期付

職員の採用等に関する条例の一部の改正について《総務部》 

人事院勧告の趣旨を尊重し、当該勧告に伴い給与改定を行う。 

・津市職員の給与に関する条例の一部改正 

  ・給料表の改定（公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用） 

行政職給料表     平均０．３％の引上げ 

教育職給料表（一）  平均０．３％の引上げ 

教育職給料表（二）  平均０．３％の引上げ 

  ・勤勉手当の支給率の改定（令和４年１２月支給分の支給率は公布の日から施行。 

令和５年度以降の支給率は令和５年４月１日から施行） 

再任用職員以外の職員 

区 分 現 行 
改正後 

令和４年度 令和５年度以降 

 ６月に支給する場合 100分の  95 
100分の  95 

（改定なし） 
100分の 100   

 特定幹部職員 100分の 115 
100分の 115 

（改定なし） 
100分の 120   

１２月に支給する場合 100分の  95 100分の 105   100分の 100   

 特定幹部職員 100分の 115 100分の 125   100分の 120   

計 100分の 190 100分の 200   100分の 200   

 特定幹部職員 100分の 230 100分の 240   100分の 240   

（参考）期末手当及び

勤勉手当の合計 
100分の 430 100分の 440 100分の 440 

 特定幹部職員 100分の 430 100分の 440 100分の 440 

 

 

 

 

 

 



 

４ 

再任用職員 

区 分 現 行 
改正後 

令和４年度 令和５年度以降 

 ６月に支給する場合 100分の  45 
100分の  45 

（改定なし） 
100分の 47.5 

 特定幹部職員 100分の  55 
100分の  55 

（改定なし） 
100分の 57.5 

１２月に支給する場合 100分の  45 100分の  50   100分の 47.5 

 特定幹部職員 100分の  55 100分の  60   100分の 57.5 

計 100分の  90 100分の  95   100分の 95   

 特定幹部職員 100分の 110 100分の 115   100分の 115   

（参考）期末手当及び

勤勉手当の合計 
100分の 225 100分の 230   100分の 230   

 特定幹部職員 100分の 225 100分の 230   100分の 230   

    ※ 令和５年４月１日以降、再任用職員は定年前再任用短時間勤務職員となる

予定 

・津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

  ・給料表の改定（公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用） 

    特定任期付職員給料表  １号給１，０００円の引上げ 

  ・特定任期付職員の期末手当の支給率の改定（令和４年１２月支給分の支給率は公

布の日から施行。令和５年度以降の支給率は令和５年４月１日から施行） 

区 分 現 行 
改正後 

令和４年度 令和５年度以降 

６月に支給する場合 100分の 162.5 
100分の 162.5 

（改定なし） 
100分の 165 

１２月に支給する場合 100分の 162.5 100分の 167.5 100分の 165 

計 100分の 325 100分の 330   100分の 330 

 

 

 

 



 

５ 

○議案第１０８号 津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部の改正について《総務部》 

  人事院勧告に伴う一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した改正を行う。 

・期末手当の支給率の改定（令和４年１２月支給分の支給率は公布の日から施行。令

和５年度以降の支給率は令和５年４月１日から施行） 

区 分 現 行 
改正後 

令和４年度 令和５年度以降 

６月に支給する場合 100分の 195 
100分の 195 

（改定なし） 
100分の 200 

１２月に支給する場合 100分の 195 100分の 205 100分の 200 

計 100分の 390 100分の 400 100分の 400 

 

○議案第１０９号 津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一

部の改正について《総務部》 

人事院勧告に伴う一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した改正を行う。 

・期末手当の支給率の改定（令和４年１２月支給分の支給率は公布の日から施行。令

和５年度以降の支給率は令和５年４月１日から施行） 

区 分 現 行 
改正後 

令和４年度 令和５年度以降 

６月に支給する場合 100分の 215 
100分の 215 

（改定なし） 
100分の 220 

１２月に支給する場合 100分の 215 100分の 225 100分の 220 

計 100分の 430 100分の 440 100分の 440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６ 

○議案第１１０号 津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一

部の改正について《総務部》 

  人事院勧告に伴う一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した改正を行う。 

・期末手当の支給率の改定（令和４年１２月支給分の支給率は公布の日から施行。令

和５年度以降の支給率は令和５年４月１日から施行） 

区 分 現 行 
改正後 

令和４年度 令和５年度以降 

６月に支給する場合 100分の 215 
100分の 215 

（改定なし） 
100分の 220 

１２月に支給する場合 100分の 215 100分の 225 100分の 220 

計 100分の 430 100分の 440 100分の 440 

 

○議案第１１１号 津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条

例の一部の改正について《総務部》 

  人事院勧告に伴う一般職の勤勉手当の支給率の改定に連動した改正を行う。 

・期末手当の支給率の改定（令和４年１２月支給分の支給率は公布の日から施行。令

和５年度以降の支給率は令和５年４月１日から施行） 

区 分 現 行 
改正後 

令和４年度 令和５年度以降 

６月に支給する場合 100分の 215 
100分の 215 

（改定なし） 
100分の 220 

１２月に支給する場合 100分の 215 100分の 225 100分の 220 

計 100分の 430 100分の 440 100分の 440 

 

○議案第１１２号 令和４年度津市一般会計補正予算（第１１号） 

《政策財務部》 

 ・補  正  額                   ５７３，０３６千円 

・補正後の予算額               １２０，７１８，８７０千円 

 

 

 

 



 

７ 

○議案第１１３号 令和４年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第２号）《健康福祉部》 

（事業勘定） 

 ・補  正  額                     ３，５００千円 

 ・補正後の予算額                ２６，８６７，６９５千円 

 

○議案第１１４号 津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

の制定について（公布の日から施行）《総務部》 

  情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を利用する方法により

手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便

性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与す

るため必要な事項を定める。 

 ・電子情報処理組織による申請等及び処分通知等について定める。 

 ・電磁的記録による縦覧等及び作成等について定める。 

・その他必要な事項について定める。 

・関係条例の整理 

津市行政手続条例の一部改正 

 

○議案第１１５号 津市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定につ

いて（令和５年４月１日から施行）《総務部》 

  個人情報の保護に関する法律が改正され、これまで地方公共団体が条例を定めて運

用していた個人情報保護制度についても、令和５年４月１日から同法が適用されるこ

とから、同法の施行に係る手続等に関し必要な事項を定める。 

 ・開示請求に係る手数料等について定める。 

 ・開示決定等の期限及び期限の特例について定める。 

 ・その他必要な事項について定める。 

 ・関係条例の整理 

  ・津市個人情報保護条例の廃止 

  ・津市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正 

  

 

 

 



 

８ 

○議案第１１６号 津市情報公開条例の一部の改正について 

（令和５年４月１日から施行）《総務部》 

  個人情報の保護に関する法律が改正され、これまで地方公共団体が条例を定めて運

用していた個人情報保護制度に対して令和５年４月１日から同法が適用されることか

ら、本市における情報公開制度についても、同法の適用後の個人情報保護制度との運

用上の整合を図るため所要の改正を行う。 

 ・公文書の開示義務に係る規定の改正 

 ・開示決定等の期限及び期限の特例に係る規定の改正 

 ・財産区の情報公開に係る規定の追加 

 ・その他所要の改正 

 

○議案第１１７号 津市職員の定年等に関する条例等の一部の改正等につ

いて（令和５年４月１日から施行）《総務部》 

  地方公務員法が改正され、職員の定年を引き上げるとともに、管理監督職勤務上限

年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほか、６０歳を超える職員の給与に

関する特例を設けることなどから、関係条例を改正し、津市職員の再任用に関する条

例を廃止する。 

 ・津市職員の定年等に関する条例の一部改正 

  ・定年に関する規定の改正 

    職員の定年を令和５年度から２年ごとに１歳ずつ段階的に引き上げ、令和１３

年度以後は６５歳とする。 

  ・管理監督職勤務上限年齢及び降任等に関する規定の追加 

   ・管理監督職を占める職員について、原則６０歳（管理監督職勤務上限年齢）に

達した日後の最初の４月１日までに非管理監督職への降任を行う。 

   ・公務の運営に著しい支障が生じる場合は、他の職への降任等をすべき管理監督

職を占める職員を、引き続き管理監督職として勤務させることができる。 

  ・定年前再任用短時間勤務職員の任用に係る規定の追加 

    ６０歳に達した日以後に退職した職員を定年退職日相当日までの間、短時間勤

務の職に採用することができる。 

  ・情報の提供及び勤務の意思の確認に係る規定の追加 

    任命権者は、職員が６０歳に達する年度の前年度に、６０歳に達する日以後の 

任用、給与等に関する情報を提供するとともに、６０歳に達した日後の最初の４ 

月１日以後の勤務の意思を確認するよう努める。 



 

９ 

 ・津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正 

   条文の整理を行う。 

・津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正 

   減給の効果について、減給の算定基礎額を発令時の給料月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額とし、処分の適用される期間中に定年引上げにより給料月額

が７割水準に減額となった場合には、当該給料月額及びこれに対する地域手当の合

計額の１０分の１に相当する額を減ずる。 

 ・津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 

   条文の整理を行う。 

 ・津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

   育児休業及び育児短時間勤務をすることができない職員に、管理監督職勤務上限

年齢による降任等の特例により、６０歳に達した日後の最初の４月１日以後に管理

監督職を占める職員を加える。 

 ・津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正 

   派遣することができない職員に、管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例に

より、６０歳に達した日後の最初の４月１日以後に管理監督職を占める職員を加え

る。 

 ・津市職員の給与に関する条例の一部改正 

   当分の間、職員の給料月額は、６０歳に達した日後の最初の４月１日以後、給料

表の号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額とする。 

 ・津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

   条文の整理を行う。 

 ・津市職員の再任用に関する条例の廃止 

 ・情報の提供及び勤務の意思の確認に係る準備行為を規定(公布の日から施行) 

 ・その他所要の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１０ 

○議案第１１８号 津市職員定数条例の一部の改正について 

（令和５年４月１日から施行）《総務部》 

  職員の定年引上げに伴い、段階的に定数外の再任用短時間勤務職員が正規職員に置

き換わっていくことに加え、将来の職員構成も勘案した継続的な職員の新規採用や今 

後の行政需要に対応できる体制の確保など、効率的かつ実効性のある業務執行体制の

下、定員管理の適正化を図るため職員の定数の総数を２，７５０人とし、各機関別の

職員定数の改正を行う。 

職員の定数の総数 ２，５００人 → ２，７５０人 

 市長の補助機関である職員    

  市長の事務部局の職員 １，５８１人 → １，７５２人 

上下水道事業管理者の事務部局の職員 １４９人 → １６４人 

消防職員 ３４５人 → ３６５人 

短期大学の職員 ４２人 → ４３人 

議会の事務部局の職員 １４人 → １５人 

教育委員会の事務部局等の職員 ３５１人 → ３９０人 

選挙管理委員会の事務部局の職員 ４人 → ５人 

監査委員の事務部局の職員 ７人 → ８人 

農業委員会の事務部局の職員 ７人 → ８人 

 

○議案第１１９号 津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一

部の改正について（公布の日から施行）《総務部》 

  収賄罪により、本市職員が逮捕・起訴されたことに対する市長の責任として、令和

５年１月１日から同年２月２８日までの間における市長に対する給料月額の支給に当

たっては、市長の給料月額から当該額の１００分の１０に相当する額を減じて得た額

とする給料月額の支給に関する特例を定める。 

 

○議案第１２０号 津市手数料徴収条例の一部の改正について 

（公布の日から施行）《都市計画部》 

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則等が改正され、低炭素建築物新築等計

画及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請における申請の単位が変更され

たことなどから所要の改正を行う。 

 ・都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料の改正 

 ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務に係る手数料の改正 

・その他所要の改正 



 

１１ 

○議案第１２１号 津市公契約条例の一部の改正について 

（令和５年４月１日から施行）《総務部》 

本市の公共事業に従事する労働者の適正な労働環境の確保を目的として、労働報酬

下限額等を定めるため所要の改正を行う。 

 ・公契約及び労働者に係る定義の改正 

 ・労働報酬下限額に係る規定の追加 

 ・その他所要の改正 

 

○議案第１２２号 津市とことめの里一志の設置及び管理に関する条例の

一部の改正について（令和５年４月１日から施行）《一志総合支所》 

津市とことめの里一志に設置している一志温泉のパターゴルフ場は使用者の減少が

著しいことから、同施設を令和５年３月３１日をもって廃止するため所要の改正を行

う。 

 ・パターゴルフ場及びパターゴルフ用具（パター・ボール）の使用料に係る規定の削

除 

 ・その他所要の改正 

 

○議案第１２３号 津市都市公園条例の一部の改正について 

（令和５年４月１日から施行）《建設部》 

都市公園法に基づく公募設置管理制度（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）を活用した中勢グリー 

ンパーク官民連携事業において整備する中勢グリーンパークの有料公園施設について、 

使用に係る料金の上限額を定めるため所要の改正を行う。 

 ・有料公園施設の使用に係る料金に関する規定の追加 

・有料公園施設の使用に係る料金の上限額の設定 

・有料公園施設の使用に係る手続を規定（公布の日から施行） 

・その他所要の改正 

 

○議案第１２４号 津市水道事業給水条例の一部の改正について 

（公布の日から施行）《上下水道管理局》 

水道の再開栓について、申込者からの再開栓の申込み後、速やかに水道の使用を開

始できるよう再開栓手数料の徴収時期を変更するため所要の改正を行う。 

 ・手数料に係る規定の改正 

 ・その他所要の改正 



 

１２ 

○議案第１２５号 津市水道事業給水条例等の一部の改正について 

（令和５年４月１日から施行）《上下水道管理局》 

  水道及び工業用水道に係るメーターの検針及び料金徴収の時期並びに農業集落排水

処理施設、公共下水道、市営浄化槽及び共同汚水処理施設に係る使用料の徴収を隔月

に統一するため所要の改正を行う。 

 ・津市水道事業給水条例の一部改正 

   料金の算定及び徴収方法に係る規定の改正 

 ・津市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正 

   使用料の徴収に係る規定の改正 

 ・津市公共下水道条例の一部改正 

   使用料の徴収及び算定に係る規定の改正 

 ・津市工業用水道事業給水条例の一部改正 

   超過使用水量の算定等及び料金の徴収方法に係る規定の改正 

 ・津市営浄化槽条例の一部改正 

   使用料の徴収等に係る規定の改正 

 ・津市共同汚水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正 

   使用料の徴収に係る規定の改正 

 ・その他所要の改正 

 

○議案第１２６号 津市立教育研究所設置条例の一部の改正について 

（令和５年４月１日から施行）《教育委員会》 

  津市立教育研究所を移転するため位置の改正を行う。 

   津市乙部２１１０番地 → 津市西丸之内３７番８号 

 

○議案第１２７号 津市立学校設置条例の一部の改正について 

（令和５年４月１日から施行）《教育委員会》 

園児数の減少に伴い、現在休園中の津市立育生幼稚園を令和５年３月３１日をもっ

て廃止する。 

 

 

 

 

 



 

１３ 

○議案第１２８号 津市公民館の設置及び管理に関する条例の一部の改正

について（令和５年４月１日から施行）《教育委員会》 

河芸地域の公共施設の再編に当たり、津市河芸公民館、津市豊津公民館及び津市黒

田公民館の機能を合わせた新たな地域の拠点となる公民館として津市河芸公民館を整

備するため所要の改正を行う。 

・津市豊津公民館及び津市黒田公民館を令和５年３月３１日をもって廃止 

 ・津市河芸公民館の施設に係る改正 

  ・第３研修室、多目的室及び中会議室を令和５年３月３１日をもって廃止 

  ・第１小会議室及び第２小会議室の使用料の設定 

・第１小会議室及び第２小会議室の使用に係る手続を規定（令和５年１月１日から施

行） 

 

○議案第１２９号 中勢グリーンパークの指定管理者の指定について 

《建設部》 

 ・施設の名称及び所在地 

        中勢グリーンパーク 津市あのつ台五丁目７５７番地１ 

 ・指定管理者 三幸株式会社 

 ・指定の期間 令和５年４月１日から令和１５年３月３１日まで 

 

○議案第１３０号 三重県市町総合事務組合規約の一部の変更に関する協

議について《総務部》 

三重県市町総合事務組合における物品及び業務委託に係る入札参加資格申請の受付

及び審査の共同化に関する事務について、令和５年４月１日から共同処理する市町に

伊勢市及び松阪市を加えることから三重県市町総合事務組合規約を変更することを協

議する。 

 

○議案第１３１号 市道路線の廃止について 

《建設部》 

 ・妙法寺１３号線 

   公共の用に供さないため廃止する既存路線 

 

 

 



 

１４ 

○議案第１３２号 市道路線の認定について 

《建設部》 

 ・一身田平野第１１号線ほか４１路線 

   開発行為による帰属路線 

 

○議案第１３３号 令和４年度津市一般会計補正予算（第１２号） 

《政策財務部》 

 ・補  正  額                   ４４８，４２１千円 

 ・補正後の予算額               １２１，１６７，２９１千円 

 

○議案第１３４号 令和４年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第３号）《健康福祉部》 

（事業勘定） 

 ・補  正  額                   △１５，６８４千円 

 ・補正後の予算額                ２６，８５２，０１１千円 

（直営診療施設勘定） 

 ・補  正  額                        １３千円 

 ・補正後の予算額                    ６４，２５１千円 

 

○議案第１３５号 令和４年度津市介護保険事業特別会計補正予算（第３ 

号）《健康福祉部》 

 ・補  正  額                       ４２７千円 

 ・補正後の予算額                ３０，１６３，６０７千円 

 

○議案第１３６号 令和４年度津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

（第２号）《健康福祉部》 

 ・補  正  額                    △４，１３４千円 

 ・補正後の予算額                 ７，２２８，９１８千円 

 

○議案第１３７号 令和４年度津市営浄化槽事業特別会計補正予算（第１ 

号）《上下水道管理局》 

・補  正  額                    △１，７１５千円 

 ・補正後の予算額                   ４８２，６２４千円 



 

１５ 

○議案第１３８号 令和４年度津市共同汚水処理施設事業特別会計補正予

算（第２号）《上下水道管理局》 

・補  正  額                     ４，１１０千円 

 ・補正後の予算額                   １７６，９４３千円 

 

○議案第１３９号 令和４年度津市農業集落排水事業特別会計補正予算 

（第１号）《上下水道管理局》 

・補  正  額                    １５，５８１千円 

 ・補正後の予算額                   ５９９，５１８千円 

 

○議案第１４０号 令和４年度津市土地区画整理事業特別会計補正予算 

（第１号）《都市計画部》 

 ・補  正  額                   △１３，５８４千円 

 ・補正後の予算額                   ２１３，４２４千円 

 

○議案第１４１号 令和４年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第１号）《建設部》 

 ・補  正  額                    １６，５２３千円 

 ・補正後の予算額                    ４５，３８３千円 

 

○議案第１４２号 令和４年度津市水道事業会計補正予算（第１号） 

《上下水道管理局》 

・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                   ２，２７９千円 

    補正後の予算額               ９，４２２，８５３千円 

支 出 

    補  正  額                   ６，８６７千円 

    補正後の予算額               ８，１９１，７４４千円 

・資本的収入及び支出 

   支 出 

    補  正  額                  △１，２２６千円 

    補正後の予算額               ６，０９１，７３３千円 



 

１６ 

○議案第１４３号 令和４年度津市工業用水道事業会計補正予算（第１号） 

《上下水道管理局》 

・収益的収入及び支出 

   支 出 

    補  正  額                   ２，０９１千円 

    補正後の予算額                  ２２，８９１千円 

 ・資本的支出 

   支 出 

    補  正  額                    △５００千円 

    補正後の予算額                       ０千円 

 

○議案第１４４号 令和４年度津市下水道事業会計補正予算（第１号） 

《上下水道管理局》 

・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                  △９，４９１千円 

    補正後の予算額              １０，７９３，３１２千円 

支 出 

    補  正  額                  ２７，２２５千円 

    補正後の予算額               ９，７１９，５７２千円 

・資本的収入及び支出 

  収 入 

   補  正  額                      １２千円 

   補正後の予算額               ６，７１９，８７９千円 

支 出 

    補  正  額                   ５，５５４千円 

    補正後の予算額               ９，８２６，４５８千円 

 

 

 

 

 

 



 

１７ 

○議案第１４５号 令和４年度津市モーターボート競走事業会計補正予算 

（第１号）《ボートレース事業部》 

 ・業務の予定量 

   年間舟券発売金 

    補 正 予 定 量               ６，３１０，１９２千円 

    補正後の予定量              ５８，７０７，７９２千円 

   １日平均舟券発売金 

    補 正 予 定 量                  ３５，０５６千円 

    補正後の予定量                 ３２６，１５４千円 

 ・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額               ６，３１０，２９０千円 

    補正後の予算額              ６０，７４０，９８０千円 

   支 出 

    補  正  額               ５，４８８，６５５千円 

    補正後の予算額              ５６，７５０，３３２千円 

 ・資本的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額                △８６７，２４６千円 

    補正後の予算額                 ５５０，８６５千円 

   支 出 

    補  正  額                △８６７，２３２千円 

    補正後の予算額                  ８８８，７９５千円 

 

 

（追加予定） 

○津市教育委員会委員の選任につき同意を得るについて（１件） 


